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会長就任に

1r ｀

あたって

今 年 ５ 月 の 総 会 にお き まして 、 当 協 議 会 の 会 長 に

選 任 され まし た 株 式 会 社 クボ タの 木 村 で ご ざ い ま す。

会 長 就 任 にあ たりまして､ 一 言ご 挨 拶 申し上 げ ます。

会員 企 業 の 皆 さまにお か れ ましては、 平 素 より当 協 議

会 の 事 業 運 営 や 活 動 にご 理 解 とご 協力 を賜 り、厚 く御 礼

巾し上 げ ます｡今 年 度 も何 卒 よろしくお願 い 巾し| こげ ま宋

新型 コロ ナウイルス感 染 症 につ きまして は、 本 年 ５ 月

より､2 類 相当 感 染 症 より5 類 感 染 症 に変 更 となり､行 動

制 限が 撤 廃 され ました｡しかしな が ら、ゼ ロコロ ナとなっ

た わけで はあ りませ ん ので 、 ウイズ コロ ナ の状 況 におい

てJI き続 き細 心 の 注 意 を 払 い事 業 を 推 進 してい く所 存

でご ざい ま呪

さて、 最 近 の 日本 社 会 を取 り巻 く人 権 の 問 題 につ い

て 見 てみま すと、 昨 年 か ら続 くウ クライナ 問 題 や 。 就 労

問 題 ・ヘ イトスピ ーチ をはじ めとし た外 国 人 問 題､ 性 的

マイノリティ（ＬＧＢＴＱ）に関 す る問 題 、 また、 インター

ネットを悪 用 し、人 権 や プライバシ ー の侵 害 につ な が る

情 報 が 流 れ るといっ た 問 題 な ど、 多 くの 問 題 を抱 えた

状 況 が 続 いてい ます。

こうい った 状 況 の 中、 特 に企 業 ・ビ ジ ネス に関 わ る

課 題 として､ 国 連 人 権 理 事 会 にお いて 承 認 さ れ ました 、

「ビ ジネ スと人 権 に関 す る指 導 原 則 」 にお いて、「国 家

の 人 権 保 護 義 務 」「企 業 の人 権 尊 重 責 任 」「 救 済 へ の

ア クセ ス 」とい う３木 柱 が 規 定 さ れてお り、 企 業 に は 、

そ の 企 業 活 動 お よび バ リ ュ ー チ ェ ー ン に お い て 人 権

に 関 す る 諸 権 利 を 尊 重 す る責 任 が あ ることが 明 記 さ

れ､ 人 権 尊 重 の 具 体 的 方 法 として「人 権 デ ュー ・ ディ

リジ ェン ス」の 実 施 も規 定 さ れ ました｡ そ れ を受 けて 、

人阪市企業 人権推 進協議 会

会 長 木 村 一 尋

2020 年に日本政府が｢｢ ビジネスと人権｣ に関する行動

計画J(NAjP) を策定しました｡そして､昨年 ９月に経済産

業省より。｢責任あるサプライチェーン等における人権尊

重のためのガイドライン｣ が出されました｡その巾で企業

は､その人権尊重責任を果たすため､人権方針の策定・

公表、人権デュー・デjリジェンスの実施、自社が人権

への負の影響を引き起こしまたは助長している場合にお

ける救済が求められています。

この状況に対処するためには、企業のトップをはじめ

従業員全員が､ 人権侵害をしてまでも遂行しなければな

らない業務は存在しないこと・ハラスメントで苦しむ人

を出さないこと､また､人種・民族・国籍・宗教・年齢・

性別･性自認･性的指向･|璋がいの打無などに関係なく、

キャリアの機会を提供しダイバーシティの推進に取り組

んでいくことなどが求められていることを常に意識すると

ともに。その実現のため、人権意識・知識をアップデー

トして業務に取り組むことが求めらｵLています。

当協議会の設立目的に｢ 企業市民の々場から人権

啓発の充実と就職の機会均等を図る等､人権尊重社会

の実現に資する｣ とあります。この目的を再認識のうえ、

｢持続 可能な人権ＣＳＲの損い手｣として､2023 年度事

業計画に基づき、人権が尊重される企業作りのための

諸施策を着実に推進すべく、尽力してまいる所存でござ

いま丸

会員の皆さまや大阪市をはじめとする関係機関の竹

さま方には、より一層のご支援とご 協力を賜りますよう

お願い申し上げまして､就任のご挨拶とさせていただき

ます。
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人権が守られる社会を応援します　大阪市企業人権推進協議会
ｊ一 一 一| 昌 雪 雲 詣鸚 ，1雪:2 無 昌 昌 江 器 宋

回覧


	page1

